
東員町ケアマネジメントに関する基本方針 

 

本町のケアマネジメントに関する基本方針を策定しましたので、基本方針の内容を踏まえ、ケ

アマネジメントを実施していただきますようお願いいたします。 

本町では、「住み慣れた地域で支えあい 健康で安心して暮らせるまち とういん」を基本理念

に掲げ、「自分でできることはする、持てる能力をできるだけ発揮するという「自助」、地域の助

けあいや見守りなどの「互助」、介護保険サービスや福祉サービスなどの「共助・公助」が有効に

機能する仕組みづくり」を基本的な視点とし、地域包括ケアシステム、地域共生社会の構築を推

進します。 

 

Ⅰ 介護保険法の基本的理念 

（目的） 

第１条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態とな

り、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要

する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、

国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事

項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

（介護保険） 

第２条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」とい

う。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。 

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるととも

に、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保

険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施

設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、

可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるように配慮されなければならない。 

（国民の努力及び義務） 

第４条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化

を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進

んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用すること

により、その有する能力の維持向上に努めるものとする。 

２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものと

する。 



Ⅱ ケアマネジメントの基本方針（指定居宅介護支援） 

○ 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配

慮して行われるものでなければならない。 

○ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者

の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的

かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

○ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人

格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の

種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わ

れなければならない。 

○ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、老人

介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施

設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。 

 

 

Ⅲ ケアマネジメントの基本方針（指定介護予防支援） 

○ 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生

活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。 

○ 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利

用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健

医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。 

○ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人

格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等（法

第８条の２第１８項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。）が特定の種類

又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者（以下「介

護予防サービス事業者等」という。）に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなけ

ればならない。 

○ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、老人

介護支援センター、指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支

援事業者をいう。以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相

談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を

行う者等との連携に努めなければならない。 

 


